
機 密 性 ２ 情 報
事 務 連 絡

令和２年１１月２７日

各事務（管理）所長 殿

総務部 契 約 管 理 官
企画部 技術開発調整官

工事に係る技術審査基準の運用について

指名競争入札における工事に係る技術審査基準については、「工事に係る技術審査基準

について（通知）」（平成１７年７月２６日付け国九整契第１５０号、国九整技管第４１
号、国九整技評第５号及び国九整港事第１８号）で九州地方整備局長から各部長及び各

事務所（管理）所長あてに通知がなされていることろですが、通常指名競争入札技術審
査基準（土木関係工事、電気通信関係工事、機械設備工事）（以下「指名基準」という。）

の実施にあたっては、下記のとおり運用することとしたので、遺漏なきよう関係職員へ
の周知をお願いします。

記

１．災害復旧工事における指名基準・注３）の運用にあたっては、工事希望型競争入札
資料提出依頼業者選択基準【平成２０年４月１日～】（土木関係工事、電気通信関係工

事、機械設備工事）注３）但し書き「災害復旧等による当該年度の緊急的工事の発注
量が増大する場合」を準用し、３以上の数値を適宜変更して良いこととする。

詳細は別紙１を参照すること。

２．適用時期

令和２年１２月１日以降

３．問い合わせ先
総務部 契約課 （２５１４・２５２６）
企画部 技術管理課 （３３１３・３３４６）



３．【審査】

評価項目 内容 Ａ Ｂ － Ｃ

③当該年度の
　受注状況

地整内当該年度施工額÷過去５ケ年度の
地整内平均施工額（施工額は工事種別毎）

１未満 １以上
２未満

２以上
３未満

３以上

注３）当該年度の受注状況について
　・３以上の場合でも当該年度の施工額が５千万円に達しない時は「－」と評価とする。
　　但し、一般土木Ｃランクの工事の場合は、６千万円にみたない場合は、「－」と評価する。※土木関係工事の場合の評価
　・事務所の当該年度の発注件数を鑑みて３未満の数値は適宜設定できる。但し、３以上の「Ｃ」は変えない。
　・３以上の場合でも１０社に満たない場合は「－」と評価する。※電気通信関係工事の場合の評価

　　　　　　　※本基準は、工事希望型競争入札資料提出依頼業者を選定するために使用する

２．【選択】

評価項目 内容 Ａ Ｂ － Ｃ

③当該年度の
　受注状況

地整内当該年度施工額÷過去５ケ年度の
地整内平均施工額（施工額は工事種別毎）

１未満
１以上
１．５未満

１．５以上
２未満

２以上

注３）③当該年度の受注状況について
　・２以上の場合でも当該年度の施工額が５千万円に達しない時は「－」と評価とする。
　　但し、一般土木Ｃランクの工事の場合は、６千万円に満たない場合は、「－」と評価する。※土木関係工事の場合の評価

別 紙 １

工事に係る技術審査基準について（通知）（H17.7.26付け国九整契第150号、国九整技管第41号、国九整技評第5号及び国九整港事第18
号）別紙抜粋

工事希望型競争入札　資料提出依頼業者選択基準［平成２０年４月１日～］抜粋

資料提出依頼業者選択基準

［平成２０年４月１日～］工事希望型競争入札

　・事務所の当該年度の発注件数を鑑みて２未満の数値は適宜設定できる。但し、災害復旧等による当該年度の緊急的工事の発注量が増大する場合については、２以上の数値
   変更して良い。

［平成１７年８月１日～］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通常指名競争入札技術審査基準

【河川・道路・公園・営繕関係】 〔土木関係工事、機械設備工事、電気通信関係工事〕

【河川・道路・公園・営繕関係】

〔土木関係工事、電気通信関係工事、機械設備工事〕

工事希望型競争入札 資料提出業者選択基準・注）３但し書き「災害復旧等による当該年度の緊急的工事の発注量が増大する場合」を準用し、通常型指名競争入

札による災害復旧工事の場合は、③当該年度の受注状況の３以上の数値を適宜変更して良いこととする。



国九整契第１５０号

国九整技管第４１号

国 九 整 技 評 第 ５ 号

国九整港事第１８号

平成１７年７月２６日

各 部 長 及 び

各事務（管理）所長 殿

九州地方整備局長

工事に係る技術審査基準について（通知）

指名競争入札における工事に係る技術審査基準を別紙のとおり定めたので通知し

ます。

なお、平成１７年４月１日付け国九整契第５６９－２号、国九整技管第１６７－

２号、国九整技評第３３号、国九整経調第６２０号及び国九整港事第４５号の「工

事に係る技術審査基準について」は廃止します。

本基準は、平成１７年８月１日より適用するものとします。



【河川・道路・公園・営繕関係】 〔土木関係工事〕
［平成１７年８月１日～］ 公募型指名競争入札技術審査基準

１.基本事項
　　○技術審査にあたっては、｢入札・契約手続のより一層の透明性・競争性の確保について｣（平成１２年６月１日　建設省厚契発第１６号）の
　　　　｢地方支分部局所掌の工事請負契約に係る指名基準の運用基準｣（以下、「運用基準」という。）に留意して行う。

２.【欠格要件の確認】
項目

①不誠実な行為

②経営状況
③工事成績
④安全管理

⑤労働福祉

 注）　【欠格要件の確認】で欠格要件がある場合は、３の【審査】は行わない。 

3.【審査】 

評価項目 B - C

①工事成績の ７７点未満 ７３点未満

　評価 ７３点以上

②地域特性の 左記以外

　考慮

③当該年度の  １以上  ２以上  ３以上
　受注状況  ２未満  ３未満

④施工実績 同種または類似工事の ２Ａ Ａ 市町村、 実績なし

(ＪＶでの施工実績は出資 国土交通省 他省庁、 民間事業等 (但し､同種しか

比率20％以上) 公団等 都道府県等 設けない場合)

［過去10年間］　　　　※ 国土交通省 他省庁 市町村、 実績なし
公団等 都道府県等 民間事業等

実績あり 実績なし

 (1～2件)

⑤技術者評価 配置予定技術者の同種又 同種 ２Ａ Ａ 市町村、 実績なし

は類似工事の施工経験 国土交通省 他省庁 民間事業等 (但し､同種しか

(ＪＶでの施工実績は出資 公団等 都道府県等 設けない場合)

比率20％以上) 類似 国土交通省 他省庁 市町村、 実績なし

［過去10年間］　　　　※ 公団等 都道府県等 民間事業等

1級土木施工管理技士 資格が要件を満たさない

５年以上 ５年未満 　

    Ａ：局長 なし

⑥安全管理の状況 なし

⑦表彰 なし

なし

なし

⑧その他の考慮 有り なし

　すべき事項 その他

⑨当該年度指名回数 当該年度の指名回数  

　  
注１）※は提出資料に基づき判定する。 　 　
注２）工事成績の評価について
　　・対象期間に工事実績が無い場合は、６５点として評価する。
注３）地域特性の考慮について
　　・工事特性を勘案し、必要に応じて適宜評価項目とすることができる。
注４）当該年度の受注状況について
　　・３以上の場合でも当該年度の施工額が当該入札方式の最低額に達しない時は「－」と評価とする。
　　・３以上の場合でも、指名業者が１０社に満たない時は、「－」と評価とする。
注５）施工実績について
　　・公団等とは、日本道路公団、水資源機構（旧水資源開発公団）、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団、鉄道建設・運輸施設整備支援機構（旧日本鉄道建設公団）、
　　 政令指定都市道路公社とするが、工事内容・施工条件等を案件毎にチェックし、当該工事の工事内容・施工条件等と同等以上と見なせないものについては、「他省庁、都道府県等」として評価
　　する。（技術者評価でも同じとする）
　　・「国土交通省」に港湾空港関係も含む。（技術者評価でも同じとする）
　　・近隣地域内工事の実績については、工事特性を勘案し必要に応じ適宜評価項目とすることができる。
　　　また、「実績が豊富」「実績あり」の件数については、工事特性、当該地域内の発注件数を考慮して、適切な件数を設定できる。
注６）技術者評価について
　　・技術者の表彰の評価については、表彰を受けた技術者が配置された工事において、事故等で指名停止又は指名停止相当の処分を受けた場合は、それ以降の評価は行わないものとする。
注７）安全管理の状況について
  　・過去１カ年間に、九州７県内（民間を含む）において、受注した工事（土木関係）の死亡事故及び公衆災害で評価する。
注８）表彰について
　　・土木関係工事での表彰を対象とする。
　　・ＶＥ提案表彰については、当該企業の優良施工または安全施工の表彰とは別に、「Ａ」評価を与える。
　　・安全施工表彰、優良施工表彰及びＶＥ提案表彰を受賞した後に、当該表彰の主旨に反する行為により指名停止となった場合は、それ以降の評価は行わないものとする。
注９）その他考慮すべき事項について
　　・「その他」については、九州地方整備局が行った指名停止期間終了後において、指名停止期間の２倍の期間（但し、当該期間が２ケ月に満たない
　　　場合は２ケ月）を「－Ａ」と評価する。
　　　なお、この事項は平成１３年９月１日以降に指名停止を行ったものから適用する。
注10）指名回数について

　　・「５回」は、補正予算等による発注工事の大幅な増加が確実な場合は、増加量に応じて適宜、設定する。

注11）評価方法について

　　・③～⑤で「Ｃ」が一つでもあれば非指名とする。
　　・Ａの数→Ｂの数→工事成績により上位と判断される業者を概ね１０社指名する。
注12）資本・人的関係について
　  ・資本・人的関係がある社は、１社を除き入札に参加できないものとする。

地整内における直近２ヶ年の工事における  　 Ａ：局長

ＶＥ提案表彰の局長表彰の有無

・運用基準の７（１）~（２）による
　指導に対する 改善状況
・賃金不払いに関する厚生労働省からの通報により、 ・運用基準の８（１）による

・事故等による指名停止、及び労働基準監督署等からの

当該工事種別の平均点

工事施工地域（県）における 当該県内又は隣接

・運用基準の２による
・工事成績の平均が過去２年連続して６０点未満の場合 ・運用基準の３（１）による

内容 摘要

・警察当局から排除要請　等
・運用基準の１による・指名停止措置の有無

・主要取引先からの取引停止等

内容 A

地整内（過去２ヶ年度＋当該年度）の ７７点以上

　明らかに不適当であると認められるとき

県に本社あり

地整内当該年度施工額÷過去５ヶ年度  １未満
の地整内平均施工額

本社（本店）の所在

技術的意欲（技術開発）       ※

　　Ａ：局長

（施工額は工事種別毎）

近隣地域内工事の実績　　　 ※ 実績が豊富

同種

類似

（ＪＶでの施工実績は出資比率20％以上）

地整における直近２ヶ年の

５回以上

技術者の局長表彰、事務所長表彰の有無   ０．５Ａ：所長

地整内における直近２ヶ年の工事における

地整内における直近２ヶ年の工事における優良

安全施工の局長表彰、事務所長表彰の有無

施工の局長表彰、事務所長表彰の有無

５回未満

密接関連

　０．５Ａ：所長

０．５Ａ：所長

 　 Ａ：局長

 （３件）
　　　 ［過去5年間］

配置予定技術者の資格      ※ 1級土木施工管理技士

過去１年間の死亡事故等の状況　  ※



【河川・道路・公園・営繕関係】 〔土木関係工事〕

［平成１７年８月１日～］ 工事希望型指名競争入札技術審査基準  

１.基本事項

　　○技術審査にあたっては、｢入札・契約手続のより一層の透明性・競争性の確保について｣（平成１２年６月１日　建設省厚契発第１６号）の

　　　｢地方支分部局所掌の工事請負契約に係る指名基準の運用基準｣（以下、「運用基準」という。）に留意して行う。

２.【欠格要件の確認】
項目

①不誠実な行為

②経営状況
③工事成績
④安全管理

⑤労働福祉

注）　【欠格要件の確認】で欠格要件がある場合は、３の【審査】は行わない。

３.【審査】

評価項目 B - C

①工事成績の評価 ７７点未満 ７３点未満

７３点以上

②地域特性の考慮 左記以外

③当該年度の受注 １以上 ２以上 ３以上

　状況 ２未満 ３未満

④施工実績 同種または類似工事の施工実績 同種 ２Ａ Ａ 市町村、 実績なし

(ＪＶでの施工実績は出資比率 国土交通省 他省庁、 民間事業等 （但し、同種しか

20％以上) 公団等 都道府県等 設けない場合）

［過去10年間]※ 類似 国土交通省 他省庁 市町村、 実績なし

公団等 都道府県等 民間事業等

実績あり 実績なし

(1～2件)

⑤技術者評価 配置予定技術者の同種又 ２Ａ Ａ 市町村、 実績なし

は類似工事の施工経験 国土交通省 他省庁、 民間事業等 （但し、同種しか

(ＪＶでの施工実績は出資比率20％以 公団等 都道府県等 設けない場合）

［過去10年間］※ 国土交通省 他省庁 市町村、 実績なし

公団等 都道府県等 民間事業等

１級土木施工管理技士 資格が要件を

３年未満 満たさない

なし

⑥安全管理の状況

⑦表彰 なし

なし

なし

⑧その他考慮すべき 有り なし

事項 ２件 １件

その他 イ）

ロ）

⑨当該年度指名回数

注１）※は提出資料に基づき判定する。

注２）工事成績の評価について

　　・対象期間に工事実績が無い場合は、６５点として評価する。

注３）地域特性の考慮について

　　・工事特性を勘案し、必要に応じ適宜評価項目とすることができる。

注４）当該年度の受注状況について

　　・３以上の場合でも当該年度の施工額が当該入札方式の最低額(１億円)に達しない時は「－」と評価とする

　　・３以上の場合でも、指名業者が１０社に満たない時は、「－」と評価とする

注５）施工実績について

　　・公団等とは、日本道路公団、水資源機構（旧水資源開発公団）、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団、鉄道建設・運輸施設整備支援機構（旧日本鉄道建設公団）、

　　 政令指定都市道路公社とするが、工事内容・施工条件等を案件毎にチェックし、当該工事の工事内容・施工条件等と同等以上と見なせないものについては、「他省庁、都道府県等」として評価する。

　　　（技術者評価でも同じとする）

　　・「国土交通省」に港湾空港関係も含む。（技術者評価でも同じとする）

　　・近隣地域内工事の実績については、工事特性を勘案し必要に応じ適宜評価項目とすることができる。

　　　また、「実績が豊富」「実績あり」の件数については、工事特性、当該地域内の発注件数を考慮して、適切な件数を設定できる。

注６）技術者評価について

　　・技術者の表彰の評価については、表彰を受けた技術者が配置された工事において、事故等で指名停止又は指名停止相当の処分を受けた場合はそれ以降の

　　　評価は行わないものとする。

注７）安全管理の状況について

  　・過去１カ年間に、九州７県内（民間を含む）において、受注した工事（土木関係）の死亡事故及び公衆災害で評価する。

注８）表彰について

　　・土木関係工事での表彰を対象とする。

　　・ＶＥ提案表彰については、当該企業の優良施工または安全施工の表彰とは別に、「Ａ」評価を与える。

　　・安全施工表彰、優良施工表彰及びＶＥ提案表彰を受賞した後に、当該表彰の主旨に反する行為により指名停止となった場合は、それ以降の評価は行わないものとする。

注９）その他考慮すべき事項について

　　・「その他」については、イ）九州地方整備局が行った指名停止期間終了後において指名停止期間の２倍の期間（但し、当該期間が２ケ月に満たない場合は２ケ月）を「－Ａ」と評価する。

　　 　　　　なお、この事項は平成１３年９月１日以降に指名停止を行ったものから適用する。

　　　ロ）安全管理の取り組み（良い、死亡事故以外の事故件数等）、災害時の協力、創意工夫、ＩＳＯ、建退共等の評価項目を設定し「Ａ」又は「－Ａ」

　　　　　評価することができる。

注10）当該年度指名回数

　　・指名回数が５回未満は全てＡ評価とする。但し、工事成績の評価がＢ評価以上の場合、過去５ヶ年度の平均指名回数までＡ評価とする。

　　・「５回」は、事務所での年間発注件数により、変更運用することができる。

　　・「５回」は、補正予算等による発注工事の大幅な増加が確実な場合は、増加量に応じて適宜、設定する。

注11）評価方法
　　・③～⑤で「C」が一つでもあれば非指名とする。
　　・Aの数→Bの数→工事成績により上位と判定される業者を概ね１０社指名する。
　　・同時期に同じ工事種別の工事を複数発注する場合は、機会均等を鑑みて各々概ね１０社指名することができる。
注12）資本・人的関係について
　  ・資本・人的関係がある社は、１社を除き入札に参加できないものとする。

地整内における直近２ヶ年の工事における  Ａ：局長

ＶＥ提案表彰の局長表彰の有無

内容 摘要
・指名停止措置の有無 ・運用基準の１による
・警察当局から排除要請　等
・主要取引先からの取引停止等 ・運用基準の２による
・工事成績の平均が過去２年連続して６０点未満の場合 ・運用基準の３（１）による
・事故等による指名停止、及び労働基準監督署等からの指導に対する ・運用基準の７（１）~（２）による
　改善状況
・賃金不払いに関する厚生労働省からの通報により、明らかに不適当 ・運用基準の８（１）による
　であると認められるとき

内容 A

地整内（過去２ヶ年度+当該年度）の ７７点以上

当該工事種別の平均点

工事施工地域（工事箇所）における本社（本 当該箇所に

店）の所在 本社あり

地整内当該年度施工額÷過去５ヶ年度の地 １未満

整内平均施工額（施工額は工事種別毎）

近隣地域内工事の実績※ 実績が豊富

（ＪＶでの施工実績は出資比率20％以上） （３件）

３年以上

［過去5年間]

配置予定技術者の資格※ １級土木施工管理技士

同種

類似

地整における直近２ヶ年の Ａ：局長

技術者の局長表彰、事務所長表彰の有無 ０．５Ａ：所長

過去１年間の死亡事故等の状況 なし

※

地整内における直近２ヶ年の工事における優良 Ａ：局長

施工の局長表彰、事務所長表彰の有無 ０．５Ａ：所長

地整内における直近２ヶ年の工事における安全 Ａ：局長

施工の局長表彰、事務所長表彰の有無 ０．５Ａ：所長

　 　

技術的意欲（技術開発）※ 密接関連

当該年度の指名回数

工事経験［過去５年間］※ ３件以上

５回未満 ５回以上



　

【河川・道路・公園・営繕関係】 〔土木関係工事〕
［平成１７年８月１日～］ 通常指名競争入札技術審査基準

１.基本事項

　　○技術審査にあたっては、｢入札・契約手続のより一層の透明性・競争性の確保について｣（平成１２年６月１日　建設省厚契発第１６号）の

　　　｢地方支分部局所掌の工事請負契約に係る指名基準の運用基準｣（以下、「運用基準」という。）に留意して行う。

２.【欠格要件の確認】

項目

①不誠実な行為

②経営状況

③工事成績

④安全管理

⑤労働福祉

注）　【欠格要件の確認】で欠格要件がある場合は、３の【審査】は行わない。

３. 【審査】

評価項目 B - C

①工事成績の評価 ７７点未満 ７３点未満

７３点以上

②地域特性の考慮  左記以外

③当該年度の  １以上  ２以上 ３以上

　受注状況  ２未満   ３未満

④施工実績  同種又は類似工事の施工実績 同種 ２Ａ Ａ  市町村、 実績なし

国土交通省 他省庁、  民間事業等 (但し､同種しか設けない

公団等 都道府県等 場合)

 ［過去5～10年間］ 類似 国土交通省  他省庁、 市町村、 実績なし

公団等  都道府県等 民間事業等

 実績あり 実績なし

 (1～2件)

⑤安全管理の状況

⑥表彰 なし

なし

なし

⑦その他考慮  １件 なし

  すべき事項

 

 

その他 イ）

ロ）

⑧当該年度

　指名回数

注１）工事成績の評価について

　　・対象期間に工事実績が無い場合は、６５点として評価する。

注２）地域特性の考慮について

　　・工事特性を勘案し、必要に応じて適宜評価項目とすることができる。

注３）当該年度の受注状況について

　　・３以上の場合でも当該年度の施工額が５千万円に達しない時は「－」と評価する。

　　　但し、一般土木Ｃランクの工事の場合は、６千万円に満たない場合は、「－」と評価する。

　　・事務所の当該年度の発注件数を鑑みて３未満の数値は適宜設定できる。但し、３以上の「Ｃ」は変えない。

注４）施工実績について

　　・公団等とは、日本道路公団、水資源機構（旧水資源開発公団）、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団、鉄道建設・運輸施設整備支援機構（旧日本鉄道建設公団）、

　　 政令指定都市道路公社とするが、工事内容・施工条件等を案件毎にチェックし、当該工事の工事内容・施工条件等と同等以上と見なせないものについては、「他省庁、都道府県等」として評価

　　 する。　

　　・「国土交通省」に港湾空港関係も含む。

　　・「近隣地域内の工事実績」については、工事特性を勘案し必要に応じ適宜評価項目とすることができる。

　　　また、「実績が豊富」「実績あり」の件数については、工事特性、当該地域内の発注件数を考慮して、適切な件数を設定できる。

注５）安全管理の状況について

　　・九州地整発注工事（港湾空港関係を含む）において過去１年間の工事における死亡事故及び公衆災害で評価する。（土木関係の工事を対象とする。）

注６）表彰について

　　・土木関係工事での表彰を対象とする。

　　・ＶＥ提案表彰については、当該企業の優良施工または安全施工の表彰とは別に、「Ａ」評価を与える。

　　・安全施工表彰、優良施工表彰及びＶＥ提案表彰を受賞した後に、当該表彰の主旨に反する行為により指名停止となった場合は、それ以降の評価は行わないものとする。

注７）その他考慮すべき事項について

　　・｢技術開発等｣については、当該事務所内で（過去２ヶ年度＋当該年度）において新技術又はＶＥ等への取り組みが２件以上ある場合は「Ａ」、１件の場合は「Ｂ」と評価することができる。

　　・｢災害時の協力」については、工事特性を考慮して、災害時の協力状況について「Ａ」と評価することができる。

　　・「その他」については、

イ）九州地方整備局が行った指名停止期間終了後において指名停止期間の２倍の期間（但し、当該期間が２ケ月に満たない場合は２ケ月）を「－Ａ」と評価する。

　　なお、この事項は平成１３年９月１日以降に指名停止を行ったものから適用する。

ロ）安全管理の取り組み（良い、死亡事故以外の事故件数等）、地元対応（調整、貢献）、創意工夫、ＩＳＯ、建退共等の評価項目を設定し「Ａ」又は「－Ａ」評価すること

 　ができる。

注８）当該年度指名回数について

　　・指名回数が５回未満は全てＡ評価とする。但し、工事成績の評価がＢ評価以上の場合、過去５ヶ年度の平均指名回数までＡ評価とする。

　　・「５回」は、事務所での年間発注件数により、変更運用することができる。

　　・「５回」は、補正予算等による発注工事の大幅な増加が確実な場合は、増加量に応じて適宜、設定する。

注９）評価方法について

　　・③～④で「C」が一つでもあれば非指名とする。
　　・Aの数→Bの数→工事成績により上位と判定される業者を概ね１０社指名する。
　　・同時期に同じ工事種別の工事を複数発注する場合は、機会均等を鑑みて各々概ね１０社指名することができる。
注１０）資本・人的関係について
　  ・資本・人的関係がある社は、１社を除き入札に参加できないものとする。

地整内における直近２ヶ年の工事における Ａ：局長

ＶＥ提案表彰の局長表彰の有無

災害時の協力 災害時の協力

５回以上

技術開発等 ２件以上

５回未満

 

当該年度の指名回数

（新技術・ＶＥ等への取り組み）

施工の局長表彰、事務所長表彰の有無 ０．５Ａ：所長

地整内における直近２ヶ年の工事における安全 Ａ：局長

施工の局長表彰、事務所長表彰の有無 ０．５Ａ：所長

３件以上

      ［過去５年間］

過去１年間の死亡事故等の状況 なし

地整内における直近２ヶ年の工事における優良 Ａ：局長

 地整内平均施工額（施工額は工事種別毎）

 近隣地域内の工事の実績 実績が豊富

 本社（本店）の所在 本社あり

 地整内当該年度施工額÷過去５ヶ年度の １未満

 当該工事種別の平均点

 工事施工地域（工事箇所）における 当該箇所に

　であると認められるとき

内容 A

 地整内（過去２ヶ年度＋当該年度）の ７７点以上

　改善状況

・賃金不払いに関する厚生労働省からの通報により、明らかに不適当 ・運用基準の８（１）による

・工事成績の平均が過去２年連続して６０点未満の場合 ・運用基準の３（１）による

・事故等による指名停止、及び労働基準監督署等からの指導に対する ・運用基準の７（１）～（２）による

　 　

内容 摘要

・指名停止措置の有無 ・運用基準の１による

・警察当局から排除要請　等

・主要取引先からの取引停止等 ・運用基準の２による



別紙

【河川・道路・公園・営繕関係】 〔電気通信関係工事〕
［平成１７年８月１日～］ 公募型指名競争入札技術審査基準
１.基本事項

　　○技術審査にあたっては、｢入札・契約手続のより一層の透明性・競争性の確保について｣（平成１２年６月１日　建設省厚契発第１６号）の

　　　｢地方支分部局所掌の工事請負契約に係る指名基準の運用基準｣（以下、「運用基準」という。）に留意して行う。

２.【欠格要件の確認】

項目

①不誠実な行為

②経営状況

③工事成績

④安全管理

⑤労働福祉

注）　【欠格要件の確認】で欠格要件がある場合は、３の【審査】は行わない。

３. 【審査】

評価項目 B - C

①工事成績の ７５点未満 ７１点未満

　評価 ７１点以上

②地域特性の 左記以外

　考慮

③当該年度の  １以上  ２以上  ３以上

　受注状況  ２未満  ３未満

④施工実績 同種または類似工事の施工実績 同種 ２Ａ Ａ 市町村、 実績なし

(ＪＶでの施工実績は出資比率 国土交通省 他省庁 民間事業等 (但し､同種しか設け

20％以上)　　［過去10年間］ 公団等 都道府県等 ない場合)

                   　　　  ※ 類似 国土交通省 他省庁 市町村、 実績なし

公団等 都道府県等 民間事業等

実績あり 実績なし

 (1～2件)

⑤技術者評価 配置予定技術者の同種又 同種 ２Ａ Ａ 市町村、 実績なし

は類似工事の施工経験 国土交通省 他省庁 民間事業等 (但し､同種しか設け

(JVでの施工実績は出資比率20％以 公団等 都道府県等 ない場合)

上)　　［過去10年間］　　　　※ 類似 国土交通省 他省庁、 市町村、 実績なし

公団等 都道府県等 民間事業等

配置予定技術者の資格 電気設備工事 １級電気施工管理技士 Ａ及びＢ以外の 資格が要件
及び ５年未満 資格 を満たさない

   ※ 受 変 電 設 備 工
事
通信設備工事 建設業法第２６条第１項 資格が要件

の資格又は管理技術者 を満たさない

資格証５年未満

なし

⑥安全管理の状況

⑦表彰 なし

なし

なし

⑧その他の考慮 有り なし

　すべき事項 　５０点以上 　５０点未満

　６００点未満

⑨当該年度 当該年度の指名回数 　

　指名回数 　

注１）※は提出資料に基づき判定する。

注２）工事成績の評価について

　　・対象期間に工事実績が無い場合は、６５点として評価する。

注３）地域特性の考慮について

　　・工事特性を勘案し、必要に応じて適宜評価項目とすることができる。

注４）当該年度の受注状況について

　　・３以上の場合でも当該年度の施工額が当該入札方式の最低額に達しない時は「－」と評価とする。

　　・３以上の場合でも、指名業者が１０社に満たない時は、「－」と評価とする。

注５）施工実績について

　　・公団等とは、日本道路公団、水資源機構（旧水資源開発公団）、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団、鉄道建設・運輸施設整備支援機構（旧日本鉄道建設公団）、

　　 政令指定都市道路公社とするが、工事内容・施工条件等を案件毎にチェックし、当該工事の工事内容・施工条件等と同等以上と見なせないものについては、「他省庁、都道府県等」として評価

　　 する。（技術者評価でも同じとする）

　　・「国土交通省」に港湾空港関係も含む。（技術者評価でも同じとする）

　　・近隣地域内工事の実績については、工事特性を勘案し必要に応じ適宜評価項目とすることができる。

　　　また、「実績が豊富」「実績あり」の件数については、工事特性、当該地域内の発注件数を考慮して、適切な件数を設定できる。

注６）技術者評価について

　　・技術者の表彰の評価については、表彰を受けた技術者が配置された工事において、事故等で指名停止又は指名停止相当の処分を受けた場合はそれ以降の評価は行わないものとする。

注７）安全管理の状況について

  　・過去１カ年間に、九州７県内（民間を含む）において、受注した工事（電気設備工事、受変電設備工事及び通信設備工事）の死亡事故及び公衆災害で評価する。

注８）表彰について

　　・電気設備工事（営繕工事関係を除く）、受変電設備工事及び通信設備工事での表彰を対象とする。

　　・ＶＥ提案表彰については、当該企業の優良施工または安全施工の表彰とは別に、「Ａ」評価を与える。

　　・安全施工表彰、優良施工表彰及びＶＥ提案表彰を受賞した後に、当該表彰の主旨に反する行為により指名停止となった場合は、それ以降の評価は行わないものとする。

注９）その他考慮すべき事項について

　　・「その他」については、九州地方整備局が行った指名停止期間終了後において、指名停止期間の２倍の期間（但し、当該期間が２ケ月に満たない場合は２ケ月）を「－Ａ」と評価する。

　　　なお、この事項は平成１３年９月１日以降に指名停止を行ったものから適用する。

　　・「技術評価点数」については、光ケーブル敷設工事に適用するものする。。

注10）指名回数について

　　・「５回」は、補正予算等による発注工事の大幅な増加が確実な場合は、増加量に応じて適宜、設定する。
注11）評価方法について
　　・③～⑤で「Ｃ」が一つでもあれば非指名とする。
　　・Ａの数→Ｂの数→工事成績により上位と判断される業者を概ね１０社指名する。
注12）資本・人的関係について。
　　　資本・人的関係がある社は、１社を除き入札に参加できないものとする。

その他

　６００点以上

０．５Ａ：所長

密接関連

地整内における直近２ヶ年の工事における  　 Ａ：局長

ＶＥ提案表彰の局長表彰の有無

技術者の局長表彰、事務所長表彰の有無 ０．５Ａ：所長

過去１年間の死亡事故等の状況　  ※ なし

地整における直近２ヶ年の   Ａ：局長

建設業法第２６条第１項

の資格又は管理技術者

５年以上

1級電気施工管理技士

資格証５年以上

（ＪＶでの施工実績は出資比率20％以上）  （３件）

　［過去5年間］        ※

の地整内平均施工額（施工額は工事種別毎）

近隣地域内工事の実績 実績が豊富

本社（本店）の所在 県に本社あり

地整内当該年度施工額÷過去５ヶ年度  １未満

工事施工地域（県）における 当該県内又は隣接

地整内（過去２ヶ年度＋当該年度）の ７５点以上

・事故等による指名停止、及び労働基準監督署等からの指導に対する

当該工事種別の平均点

内容 A

 あると認められるとき

内容

・主要取引先からの取引停止等

摘要

・指名停止措置の有無 ・運用基準の１による

・警察当局から排除要請　等

地整内における直近２ヶ年の工事における優良  　 Ａ：局長

・運用基準の２による

・工事成績の平均が過去２年連続して６０点未満の場合 ・運用基準の３（１）による

・運用基準の７（１）~（２）による

・賃金不払いに関する厚生労働省からの通報により、明らかに不適当で ・運用基準の８（１）による

 改善状況

施工の局長表彰、事務所長表彰の有無 ０．５Ａ：所長

地整内における直近２ヶ年の工事における

　

５回未満 ５回以上

  Ａ：局長

安全施工の局長表彰、事務所長表彰の有無

技術的意欲（技術開発）       ※

技術評価点数



別紙

【河川・道路・公園・営繕関係】 〔電気通信関係工事〕
［平成１７年８月１日～］ 工事希望型指名競争入札技術審査基準
１.基本事項
　　○技術審査にあたっては、｢入札・契約手続のより一層の透明性・競争性の確保について｣（平成１２年６月１日　建設省厚契発第１６号）の｢地方支分部局所掌の工事請負契約に係
　　　指名基準の運用基準｣（以下、「運用基準」という。）に留意して行う。

２.【欠格要件の確認】

項目

①不誠実な行為

②経営状況

③工事成績

④安全管理

⑤労働福祉

注）　【欠格要件の確認】で欠格要件がある場合は、３の【審査】は行わない。

３. 【審査】

評価項目 B - C

①工事成績の評価 ７５点未満 ７１点未満

７１点以上

②地域特性の考慮 左記以外

③当該年度の １以上 ２以上 ３以上

　受注状況 ２未満 ３未満

④施工実績 同種または類似工事の施工実績 同種 ２Ａ Ａ 市町村、 実績なし

(ＪＶでの施工実績は出資比率20％以上) 国土交通省 他省庁、 民間事業等 （但し、同種しか

  ［過去10年間]                   ※ 公団等 都道府県等 設けない場合）

類似 国土交通省 他省庁 市町村、 実績なし

公団等 都道府県等 民間事業等

実績あり 実績なし

 (1～2件)

⑤技術者評価 配置予定技術者の同種又 同種 ２Ａ Ａ 市町村、 実績なし

は類似工事の施工経験 国土交通省 他省庁、 民間事業等 （但し、同種しか

(ＪＶでの施工実績は出資比率20％以上) 公団等 都道府県等 設けない場合）

   ［過去10年間］                  ※ 類似 国土交通省 他省庁 市町村、 実績なし

　 公団等 都道府県等 民間事業等

　 　

１級電気施工 Ａ、Ｂ以外の場合 資格が要件を

管理技士 満たさない

　　　　３年未満

なし

⑥安全管理の状況

⑦表彰 なし

なし

なし

⑧その他考慮すべき 有り なし

　事項 ２件 １件

その他 イ）

ロ）

⑨当該年度指名回数

注１）※は提出資料に基づき判定する。
注２）工事成績の評価について
　　・対象期間に工事実績が無い場合は、６５点として評価する。
注３）地域特性の考慮について
　　・工事特性を勘案し、必要に応じ適宜評価項目とすることができる。
注４）当該年度の受注状況について
　　・３以上の場合でも当該年度の施工額が当該入札方式の最低額(１億円)に達しない時は「－」と評価とする
　　・３以上の場合でも、指名業者が１０社に満たない時は、「－」と評価とする
注５）施工実績について
　　・公団等とは、日本道路公団、水資源機構（旧水資源開発公団）、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団、鉄道建設・運輸施設整備支援機構（旧日本鉄道建設公団）、
　　 政令指定都市道路公社とするが、工事内容・施工条件等を案件毎にチェックし、当該工事の工事内容・施工条件等と同等以上と見なせないものについては、「他省庁、都道府県等」として評価
　　 する。（技術者評価でも同じとする。）
　　・「国土交通省」に港湾空港関係も含む。（技術者評価でも同じとする）
　　・近隣地域内工事の実績については、工事特性を勘案し必要に応じ適宜評価項目とすることができる。
　　　また、「実績が豊富」「実績あり」の件数については、工事特性、当該地域内の発注件数を考慮して、適切な件数を設定できる。
注６）技術者評価について
　　・技術者の表彰の評価については、表彰を受けた技術者が配置された工事において、事故等で指名停止又は指名停止相当の処分を受けた場合はそれ以降の評価は行わないものとする。
注７）安全管理の状況について
  　・過去１カ年間に、九州７県内（民間を含む）において、受注した工事（電気設備工事、受変電設備工事及び通信設備工事）の死亡事故及び公衆災害で評価する。
注８）表彰について
　　・電気設備工事（営繕工事関係を除く）、受変電設備工事及び通信設備工事での表彰を対象とする。
　　・ＶＥ提案表彰については、当該企業の優良施工または安全施工の表彰とは別に、「Ａ」評価を与える。
　　・安全施工表彰、優良施工表彰及びＶＥ提案表彰を受賞した後に、当該表彰の主旨に反する行為により指名停止となった場合は、それ以降の評価は行わないものとする。
注９）その他考慮すべき事項について
　　・「その他」については、イ）九州地方整備局が行った指名停止期間終了後において指名停止期間の２倍の期間（但し、当該期間が２ケ月に満たない場合は２ケ月）を「－Ａ」と評価する。
　　 　　　　なお、この事項は平成１３年９月１日以降に指名停止を行ったものから適用する。

　　　ロ）安全管理の取り組み（良い、死亡事故以外の事故件数等）、災害時の協力、創意工夫、ＩＳＯ、建退共等の評価項目を設定し「Ａ」又は「－Ａ」
　　　　　評価することができる。

注10）当該年度指名回数
　　・指名回数が５回未満は全てＡ評価とする。但し、工事成績の評価がＢ評価以上の場合、過去５ヶ年度の平均指名回数までＡ評価とする。
　　・「５回」は、事務所での年間発注件数により、変更運用することができる。
　　・「５回」は、補正予算等による発注工事の大幅な増加が確実な場合は、増加量に応じて適宜、設定する。
注１１）評価方法
　　・③～⑤で「C」が一つでもあれば非指名とする。
　　・Aの数→Bの数→工事成績により上位と判定される業者を概ね１０社指名する。
　　・同時期に同じ工事種別の工事を複数発注する場合は、機会均等を鑑みて各々概ね１０社指名することができる。
注12）資本・人的関係について。
　　　資本・人的関係がある社は、１社を除き入札に参加できないものとする。

　［過去5年間]            ※

地整内（過去２ヶ年度+当該年度）の ７５点以上

当該工事種別の平均点

工事施工地域（県）における本社（本店）の所在 当該県内又は近隣県

に本社あり

配置予定技術者の資格      ※ １級電気施工

地整内当該年度施工額÷過去５ヶ年度の地 １未満

整内平均施工額（施工額は工事種別毎）

近隣地域内工事の実績 実績が豊富

（ＪＶでの施工実績は出資比率20％以上）  （３件）

管理技士

　　　　３年以上

地整における直近２ヶ年の   Ａ：局長

技術者の局長表彰、事務所長表彰の有無 ０．５Ａ：所長

地整内における直近２ヶ年の工事における優良 　  Ａ：局長

過去１年間の死亡事故等の状況　　　　　　　　　※ なし

技術的意欲（技術開発）             ※ 密接関連

地整内における直近２ヶ年の工事における安全   　Ａ：局長

施工の局長表彰、事務所長表彰の有無 ０．５Ａ：所長

地整内における直近２ヶ年の工事における  　 Ａ：局長

ＶＥ提案表彰の局長表彰の有無

当該年度の指名回数

 あると認められるとき

内容 A

工事経験［過去５年間］              ※ ３件以上

施工の局長表彰、事務所長表彰の有無 ０．５Ａ：所長

 改善状況

・賃金不払いに関する厚生労働省からの通報により、明らかに不適当で ・運用基準の８（１）による

・工事成績の平均が過去２年連続して６０点未満の場合 ・運用基準の３（１）による

・事故等による指名停止、及び労働基準監督署等からの指導に対する ・運用基準の７（１）~（２）による

５回未満 ５回以上

内容 摘要

・指名停止措置の有無 ・運用基準の１による

・警察当局から排除要請　等

・主要取引先からの取引停止等 ・運用基準の２による



別紙

【河川・道路・公園・営繕関係】
［平成１７年８月１日～］ 通常指名競争入札技術審査基準

１.基本事項

　　○技術審査にあたっては、｢入札・契約手続のより一層の透明性・競争性の確保について｣（平成１２年６月１日　建設省厚契発第１６号）の

　　　｢地方支分部局所掌の工事請負契約に係る指名基準の運用基準｣（以下、「運用基準」という。）に留意して行う。

２.【欠格要件の確認】

項目

①不誠実な行為

②経営状況

③工事成績

④安全管理

⑤労働福祉

注）　【欠格要件の確認】で欠格要件がある場合は、３の【審査】は行わない。

３. 【審査】

評価項目 B - C

①工事成績の評価 ７５点未満 ７１点未満

７１点以上

②地域特性の考慮  左記以外

③当該年度の  １以上  ２以上 ３以上

　受注状況  ２未満   ３未満

④施工実績  同種又は類似工事の施工実績  同 種 　２Ａ      A  市町村、 実績なし

国土交通省 他省庁、  民間事業等 (但し､同種しか設け

 〔過去10年間］ 公団等 都道府県等 ない場合)

 類 似 国土交通省  他省庁 市町村、 実績なし

公団等  都道府県等 民間事業等

 実績あり 実績なし

 (1～2件)

⑤安全管理の状況

⑥表彰 なし

なし

なし

⑦その他考慮  １件 なし

  すべき事項

 

 

その他    イ）

   ロ）

⑧当該年度
  指名回数

注１）工事成績の評価について
　　・対象期間に工事実績が無い場合は、６５点として評価する。
注２）地域特性の考慮について
　　・工事特性を勘案し、必要に応じて適宜評価項目とすることができる。
注３）当該年度の受注状況について
　　・３以上の場合でも当該年度の施工額が５千万円に達しない時は「－」と評価する。
　　・３以上の場合でも１０社に満たない場合は「－」と評価する。
注４）施工実績について
　　・公団等とは、日本道路公団、水資源機構（旧水資源開発公団）、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団、鉄道建設・運輸施設整備支援機構（旧日本鉄
　　 建設公団）、政令指定都市道路公社とするが、工事内容・施工条件等を案件毎にチェックし、当該工事の工事内容・施工条件等と同等以上と見なせないものについては、「他省庁
　　 　都道府県等」として評価する。
　　・「国土交通省」に港湾空港関係も含む。
　　・「近隣地域内の工事実績」については、工事特性を勘案し必要に応じ適宜評価項目とすることができる。
　　　また、「実績が豊富」「実績あり」の件数については、工事特性、当該地域内の発注件数を考慮して、適切な件数を設定できる。
注５）安全管理の状況について
　　・九州地整発注工事（港湾空港関係を含む）において過去１年間の工事における死亡事故及び公衆災害で評価する。（電気設備工事、受変電設備工事及び通信設備工事を対象
　　　とする。）
注６）表彰について
　　・電気設備工事（営繕工事関係を除く）、受変電設備工事及び通信設備工事での表彰を対象とする。
　　・ＶＥ提案表彰については、当該企業の優良施工または安全施工の表彰とは別に、「Ａ」評価を与える。
　　・安全施工表彰、優良施工表彰及びＶＥ提案表彰を受賞した後に、当該表彰の主旨に反する行為により指名停止となった場合は、それ以降の評価は行わないものとする。
注７）その他考慮すべき事項について
　　・｢技術開発等｣については、当該事務所内で（過去２ヶ年度＋当該年度）において新技術又はＶＥ等への取り組みが２件以上ある場合は「Ａ」、１件の場合は「Ｂ」と  評価すること
　　　ができる。
　　・｢災害時の協力｣については、工事特性を考慮して、災害時の協力状況について「Ａ」と評価することができる。
　　・「その他」については、イ）九州地方整備局が行った指名停止期間終了後において指名停止期間の２倍の期間（但し、当該期間が２ケ月に満たない場合は２ケ
　　　月）を「－Ａ」と評価する。
　　　なお、この事項は平成１３年９月１日以降に指名停止を行ったものから適用する。
　　　ロ）安全管理の取り組み（良い、死亡事故以外の事故件数等）、地元対応（調整、貢献）、創意工夫、ＩＳＯ、建退共等の評価項目を設定し「Ａ」又は「－Ａ」評価することができる。
　
注８）当該年度指名回数について
　　・指名回数が５回未満は全てＡ評価とする。但し、工事成績の評価がＢ評価以上の場合、過去５ヶ年度の平均指名回数までＡ評価とする。
　　・「５回」は、事務所での年間発注件数により、変更運用することができる。
　　・「５回」は、補正予算等による発注工事の大幅な増加が確実な場合は、増加量に応じて適宜、設定する。
注９）評価方法について
　　・③～④で「C」が一つでもあれば非指名とする。
　　・Aの数→Bの数→工事成績により上位と判定される業者を概ね１０社指名する。
　　・同時期に同じ工事種別の工事を複数発注する場合は、機会均等を鑑みて各々概ね１０社指名することができる。
注10）資本・人的関係について。
　　　資本・人的関係がある社は、１社を除き入札に参加できないものとする。

〔電気通信関係工事〕

災害時の協力

 地整内（過去２ヶ年度＋当該年度）の ７５点以上

 当該工事種別の平均点

 近隣地域内の工事の実績

局長表彰、事務所長表彰の有無

技術開発等

（新技術・ＶＥ等への取り組み）

実績が豊富

地整内における直近２ヶ年の工事における優良施

局長表彰、事務所長表彰の有無

地整内における直近２ヶ年の工事における安全施

３件以上

      ［過去５年間］

過去１年間の死亡事故等の状況 なし

・警察当局から排除要請　等

・主要取引先からの取引停止等 ・運用基準の２による

・運用基準の３（１）による

・事故等による指名停止、及び労働基準監督署等からの指導に対する改善 ・運用基準の７（１）~（２）による

 状況

内容 摘要

・指名停止措置の有無 ・運用基準の１による

・工事成績の平均が過去２年連続して６０点未満の場合

・賃金不払いに関する厚生労働省からの通報により、明らかに不適当である ・運用基準の８（１）による

 と認められるとき

内容 A

 工事施工地域（工事箇所）における 当該箇所に

 本社（本店）の所在 本社あり

 地整内当該年度施工額÷過去５ヶ年度の １未満

 地整内平均施工額（施工額は工事種別毎）

 

　　Ａ：局長

０．５Ａ：所長

  Ａ：局長

０．５Ａ：所長

２件以上

災害時の協力

５回未満 ５回以上
当該年度の指名回数

地整内における直近２ヶ年の工事における  　 Ａ：局長

ＶＥ提案表彰の局長表彰の有無



別紙

【河川・道路・公園・営繕関係】 〔機械設備工事〕
［平成１７年８月１日～］ 公募型指名競争入札技術審査基準

１.基本事項

　　○技術審査にあたっては、｢入札・契約手続のより一層の透明性・競争性の確保について｣（平成１２年６月１日　建設省厚契発第１６号）の

　　　｢地方支分部局所掌の工事請負契約に係る指名基準の運用基準｣（以下、「運用基準」という。）に留意して行う。

２.【欠格要件の確認】

項目

①不誠実な行為

②経営状況

③工事成績

④安全管理

⑤労働福祉

注）　【欠格要件の確認】で欠格要件がある場合は、３の【審査】は行わない。

３. 【審査】

評価項目 B - C
①工事成績の ７５点未満 ７２点未満

　評価 ７２点以上

②地域特性の 左記以外

　考慮

③当該年度の  １以上  ２以上  ３以上

　受注状況  ２未満  ３未満

④施工実績 同種または類似工事の施工 同種 ２Ａ Ａ 市町村、 実績なし

実績 国土交通省 他省庁、 民間事業等 (但し､同種しか設け

(ＪＶでの施工実績は出資比率 公団等 都道府県等 ない場合)

20％以上)　  ［過去10年間］ 類似 国土交通省 他省庁 市町村、 実績なし

                   　　　   ※ 公団等 都道府県等 民間事業等

実績あり 実績なし

 (1～2件)

⑤技術者評価 配置予定技術者の同種又 同種 ２Ａ Ａ 市町村、 実績なし

は類似工事の施工経験 国土交通省 他省庁 民間事業等 (但し､同種しか設け

(JVでの施工実績は出資比率20％以 公団等 都道府県等 ない場合)

上)　   ［過去10年間］     ※ 類似 国土交通省 他省庁 市町村、 実績なし

公団等 都道府県等 民間事業等

１級土木施工管理技士 資格が要件

５年未満 を満たさない

なし

⑥安全管理の

　状況

⑦表彰 なし

なし

なし

⑧その他の考慮 有り なし

　すべき事項

⑨当該年度 当該年度の指名回数 　

　指名回数 　

注１）※は提出資料に基づき判定する。

注２）工事成績の評価について

　　・対象期間に工事実績が無い場合は、６５点として評価する。

注３）地域特性の考慮について

　　・工事特性を勘案し、必要に応じて適宜評価項目とすることができる。

注４）当該年度の受注状況について

　　・３以上の場合でも当該年度の施工額が当該入札方式の最低額に達しない時は「－」と評価とする。

　　・３以上の場合でも、指名業者が１０社に満たない時は、「－」と評価とする。

注５）施工実績について

　　・公団等とは、日本道路公団、水資源機構（旧水資源開発公団）、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団、鉄道建設・運輸施設整備支援機構（旧日本鉄道、

　　 建設公団）、政令指定都市道路公社とするが、工事内容・施工条件等を案件毎にチェックし、当該工事の工事内容・施工条件等と同等以上と見なせないものについては、「他省庁

　　 都道府県等」として評価する。（技術者評価でも同じとする）

　　・「国土交通省」に港湾空港関係も含む。（技術者評価でも同じとする）

　　・近隣地域内工事の実績については、工事特性を勘案し必要に応じ適宜評価項目とすることができる。

　　　また、「実績が豊富」「実績あり」の件数については、工事特性、当該地域内の発注件数を考慮して、適切な件数を設定できる。

注６）技術者評価について

　　・技術者の表彰の評価については、表彰を受けた技術者が配置された工事において、事故等で指名停止又は指名停止相当の処分を受けた場合はそれ以降の評価は行わない

　　　ものとする。

注７）安全管理の状況について

　　・過去１カ年間に、九州７県内（民間を含む）において、受注した機械設備工事（営繕関係を除く）の死亡事故及び公衆災害で評価する。

注８）表彰について

　　・機械設備工事（営繕関係を除く）での表彰を対象とする。

　　・ＶＥ提案表彰については、当該企業の優良施工または安全施工の表彰とは別に、「Ａ」評価を与える。

　　・安全施工表彰、優良施工表彰及びＶＥ提案表彰を受賞した後に、当該表彰の主旨に反する行為により指名停止となった場合は、それ以降の評価は行わないものとする。

注９）その他考慮すべき事項について

　　・「その他」については、九州地方整備局が行った指名停止期間終了後において、指名停止期間の２倍の期間（但し、当該期間が２ケ月に満たない場合は２ケ月）を「－Ａ」と評価

　　　する。なお、この事項は平成１３年９月１日以降に指名停止を行ったものから適用する。

注10）指名回数について

　　・「５回」は、補正予算等による発注工事の大幅な増加が確実な場合は、増加量に応じて適宜、設定する。

注11）評価方法について
　　・③～⑤で「Ｃ」が一つでもあれば非指名とする。
　　・Ａの数→Ｂの数→工事成績により上位と判断される業者を概ね１０社指名する。
注12）資本・人的関係について。
　　　資本・人的関係がある社は、１社を除き入札に参加できないものとする。

内容 摘要

当該工事種別の平均点

地整内（過去２ヶ年度＋当該年度）の ７５点以上

 あると認められるとき

内容 A

工事施工地域（県）における 当該県内又は隣接

本社（本店）の所在 県に本社あり

・運用基準の７（１）~（２）による

 改善状況

・賃金不払いに関する厚生労働省からの通報により、明らかに不適当で ・運用基準の８（１）による

・事故等による指名停止、及び労働基準監督署等からの指導に対する

・指名停止措置の有無 ・運用基準の１による

・警察当局から排除要請　等

・主要取引先からの取引停止等 ・運用基準の２による

・工事成績の平均が過去２年連続して６０点未満の場合 ・運用基準の３（１）による

地整内当該年度施工額÷過去５ヶ年度  １未満

の地整内平均施工額

（施工額は工事種別毎）

近隣地域内工事の実績　　　※ 実績が豊富

（ＪＶでの施工実績は出資比率20％以上）  （３件）

　　　［過去5年間］

配置予定技術者の資格        ※ 1級土木施工管理技士

５年以上

地整内における直近２ヶ年の   Ａ：局長

技術者の局長表彰、事務所長表彰の有無 ０．５Ａ：所長

過去１年間の死亡事故等の状況　  ※ なし

地整内における直近２ヶ年の工事における優良  　 Ａ：局長

施工の局長表彰、事務所長表彰の有無 ０．５Ａ：所長

地整内における直近２ヶ年の工事における安全   Ａ：局長

施工の局長表彰、事務所長表彰の有無 ０．５Ａ：所長

５回未満 ５回以上

技術的意欲（技術開発）       ※ 密接関連

その他

地整内における直近２ヶ年の工事における  　 Ａ：局長

ＶＥ提案表彰の局長表彰の有無



【河川・道路・公園・営繕関係】 〔機械設備工事〕
［平成１７年８月１日～］ 通常指名競争入札技術審査基準

１.基本事項

　○技術審査にあたっては、｢入札・契約手続のより一層の透明性・競争性の確保について｣（平成１２年６月１日　建設省厚契発第１６号）の

　　｢地方支分部局所掌の工事請負契約に係る指名基準の運用基準｣（以下、「運用基準」という。）に留意して行う。

２.【欠格要件の確認】

項目

①不誠実な行為

②経営状況

③工事成績

④安全管理

⑤労働福祉

注）　【欠格要件の確認】で欠格要件がある場合は、３の【審査】は行わない。

３. 【審査】

評価項目 B - C

①工事成績の評価 ７５点未満 ７２点未満

７２点以上

②地域特性の考慮  左記以外

③当該年度の  １以上  ２以上 ３以上

　受注状況  ２未満   ３未満

④施工実績  同種又は類似工事の施工実績  同 種 ２Ａ Ａ  市町村、 実績なし

国土交通省 他省庁、  民間事業等 (但し､同種しか設け

公団等 都道府県等 ない場合)

［過去5～10年間］ 　

 類 似 国土交通省  他省庁、 市町村、 実績なし

公団等  都道府県等 民間事業等

 実績あり 実績なし

 (1～2件)

⑤安全管理の状況

⑥表彰 なし

なし

なし

⑦その他考慮  １件 なし

  すべき事項

その他    イ）

   ロ）

⑧当該年度

  指名回数

　　

注１）工事成績の評価について

　　・対象期間に工事実績が無い場合は、６５点として評価する。

注２）地域特性の考慮について

　　・工事特性を勘案し、必要に応じて適宜評価項目とすることができる。

注３）当該年度の受注状況について

　　・３以上の場合でも当該年度の施工額が５千万円に達しない時は「－」と評価する。

　　・事務所の当該年度の発注件数を鑑みて３未満の数値は適宜設定できる。但し、３以上の「Ｃ」は変えない。

注４）施工実績について

　　・公団等とは、日本道路公団、水資源機構（旧水資源開発公団）、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団、鉄道建設・運輸施設整備支援機構（旧日本鉄道、

　　 建設公団）、政令指定都市道路公社とするが、工事内容・施工条件等を案件毎にチェックし、当該工事の工事内容・施工条件等と同等以上と見なせないものについては、「他省庁

　　 都道府県等」として評価する。

　　・「国土交通省」に港湾空港関係も含む。

　　・「近隣地域内の工事実績」については、工事特性を勘案し必要に応じ適宜評価項目とすることができる。

　　　また、「実績が豊富」「実績あり」の件数については、工事特性、当該地域内の発注件数を考慮して、適切な件数を設定できる。

注５）安全管理の状況について

　　・九州地整発注工事（港湾空港関係を含む）において過去１年間の工事における死亡事故及び公衆災害で評価する。（機械設備工事（営繕関係を除く）を対象とする。）

注６）表彰について

　　・機械設備工事（営繕関係を除く）での表彰を対象とする。

　　・ＶＥ提案表彰については、当該企業の優良施工または安全施工の表彰とは別に、「Ａ」評価を与える。

　　・安全施工表彰、優良施工表彰及びＶＥ提案表彰を受賞した後に、当該表彰の主旨に反する行為により指名停止となった場合は、それ以降の評価は行わないものとする。

注７）その他考慮すべき事項について

　　・｢技術開発等｣については、当該事務所内で（過去２ヶ年度＋当該年度）において新技術又はＶＥ等への取り組みが２件以上ある場合は「Ａ」、１件の場合は「Ｂ」と  評価することが

　　　できる。

　　・｢災害時の協力｣については、工事特性を考慮して、災害時の協力状況について「Ａ」と評価することができる。

　　・「その他」については、イ）九州地方整備局が行った指名停止期間終了後において指名停止期間の２倍の期間（但し、当該期間が２ケ月に満たない場合は２月）を

　　　「－Ａ」と評価する。なお、この事項は平成１３年９月１日以降に指名停止を行ったものから適用する。

　　　ロ）安全管理の取り組み（良い、死亡事故以外の事故件数等）、地元対応（調整、貢献）、創意工夫、ＩＳＯ、建退共等の評価項目を設定し「Ａ」又は「－Ａ」評価することができる。

注８）当該年度指名回数について

　　・指名回数が５回未満は全てＡ評価とする。但し、工事成績の評価がＢ評価以上の場合、過去５ヶ年度の平均指名回数までＡ評価とする。

　　・「５回」は、事務所での年間発注件数により、変更運用することができる。

　　・「５回」は、補正予算等による発注工事の大幅な増加が確実な場合は、増加量に応じて適宜、設定する。

注９）評価方法について
　　・③～④で「C」が一つでもあれば非指名とする。
　　・Aの数→Bの数→工事成績により上位と判定される業者を概ね１０社指名する。
　　・同時期に同じ工事種別の工事を複数発注する場合は、機会均等を鑑みて各々概ね１０社指名することができる。
注１０）資本・人的関係について。
　　　資本・人的関係がある社は、１社を除き入札に参加できないものとする。

災害時の協力 災害時の協力

当該年度の指名回数

　

２件以上

局長表彰、事務所長表彰の有無

地整内における直近２ヶ年の工事における安全施工

（新技術・ＶＥ等への取り組み）

地整内における直近２ヶ年の工事における  　 Ａ：局長

ＶＥ提案表彰の局長表彰の有無

３件以上

なし

      ［過去５年間］

 地整内平均施工額（施工額は工事種別毎）

 近隣地域内の工事の実績 実績が豊富

 本社（本店）の所在 本社あり

 地整内当該年度施工額÷過去５ヶ年度の １未満

A

 地整内（過去２ヶ年度＋当該年度）の ７５点以上

 工事施工地域（工事箇所）における 当該箇所に

内容

・警察当局から排除要請　等

・主要取引先からの取引停止等 ・運用基準の２による

 状況

・工事成績の平均が過去２年連続して６０点未満の場合 ・運用基準の３（１）による

・事故等による指名停止、及び労働基準監督署等からの指導に対する改善 ・運用基準の７（１）~（２）による

摘要

 当該工事種別の平均点

内容

・賃金不払いに関する厚生労働省からの通報により、明らかに不適当である ・運用基準の８（１）による

 と認められるとき

・指名停止措置の有無 ・運用基準の１による

５回以上５回未満

過去１年間の死亡事故等の状況

局長表彰、事務所長表彰の有無

地整内における直近２ヶ年の工事における優良施工 　　Ａ：局長

０．５Ａ：所長

  　Ａ：局長

０．５Ａ：所長

技術開発等



別紙

【河川・道路・公園・営繕関係】 〔営繕関係工事〕
［平成１７年８月１日～］ 公募型指名競争入札技術審査基準

１．基本事項
　　○技術審査にあたっては、｢入札・契約手続のより一層の透明性・競争性の確保について｣（平成１２年６月１日　建設省厚契発第１６号）の
　　　｢地方支分部局所掌の工事請負契約に係る指名基準の運用基準｣（以下、「運用基準」という。）に留意して行う。

２．【欠格要件の確認】
項目 内容 摘要

①不誠実な行為 ・指名停止措置の有無 ・運用基準の１による
・警察当局から排除要請　等

②経営状況 ・主要取引先からの取引停止等 ・運用基準の２による
③工事成績 ・工事成績の平均が過去２年連続して６０点未満の場合 ・運用基準の３（１）による
④安全管理 ・事故等による指名停止、及び労働基準監督署等からの指導に対する ・運用基準の７（１）～（２）による

　改善状況
⑤労働福祉 ・賃金不払いに関する厚生労働省からの通報により、明らかに不適当で ・運用基準の８（１）による

　あると認められるとき

３. 【審査】

評価項目 内容 A B - C
①工事成績の 地方整備局内（過去５ケ年度＋当該年度)の Ａ ーＡ ７７点未満 ７２点未満
　評価 当該工事種別の平均点 ７７点以上 ６５点未満 ７２点以上 ６５点以上

②地域特性の 工事施工地域（県）における 当該県内又は隣接 左記以外
　考慮 本社（本店）の所在 県に本社あり

③当該年度の受 地方整備局内当該年度施工額と 当該工事種別ランク 当該工事種別ランク 当該工事種別ラン
　注状況 当該工事種別ランクの上・下限額との比較 の下限額未満の場合 の下限額以上、上限額 クの上限額を超え

以下の場合 る場合

④施工実績 同種又は類似工事の施工実績 同種 ２Ａ  Ａ 市町村 実績なし
(ＪＶでの施工実績は出資比率 直轄 他省庁、都道府県、 民間等 (但し､同種しか設け
20％以上) 政令指定都市、 ない場合)
  ［過去10年間］　※ 特殊法人等

類似 直轄 他省庁、都道府県、政令 市町村 実績なし
指定都市、特殊法人等 民間等

近隣地域内の工事実績 施工県内 施工県内を除く 左記以外
（ＪＶでの施工実績は出資比率20％以上） 地整管内
　［過去5年間］　※

⑤技術者評価 配置予定技術者の同種又 同種 ２Ａ  Ａ 市町村 実績なし
は類似工事の施工経験 直轄 他省庁、都道府県、 民間等 (但し､同種しか設け
(JVでの施工実績は出資比率 政令指定都市、 ない場合)
20％以上) 特殊法人等 　
   ［過去10年間］　※ 類似 直轄 他省庁、都道府県、 市町村 実績なし

政令指定都市、特殊法人 民間等
経験の 経験が２件以上有り 経験が１件有り 左記以外
程度

配置予定技術者の資格　※ 取得後５年以上 取得後２年以上 取得後２年未満 資格が要件を満
５年未満 たさない

地整における直近２ケ年の  Ａ：局長 なし
技術者の局長表彰、室・事務所長表彰の有無 0.5Ａ：室・事務所長

⑥安全管理の 過去１年間の死亡事故等の状況　※ なし    有り
  状況

⑦表彰 地整内における直近２ヶ年の工事における優良 　Ａ：局長 なし
施工の局長表彰、室・事務所長表彰の有無 0.5Ａ：室・事務所長
地整内における直近２ヶ年の工事における安全   Ａ：局長 なし
施工の局長表彰、室・事務所長表彰の有無 .5Ａ：室・事務所長
地整内における直近２ヶ年の工事における   Ａ：局長 なし
ＶＥ提案表彰の局長表彰の有無

⑧その他考慮 技術的意欲（技術開発）　※ 密接関連 有り なし
　すべき事項 その他

⑨当該年度 当該年度の指名回数 建築 ０～３回 ４～６回 ７回以上
  指名回数 設備 ０～１回 ２及び３回 ４回以上

注１）※は提出資料に基づき判定する。
注２）工事成績の評価について
　　・対象期間に工事実績が無い場合は、６５点として評価する。
注３）地域特性の考慮について
　　・工事特性を勘案し、必要に応じ適宜評価項目とすることができる。
注４）当該年度の受注状況について
　　・当該年度施工額が当該入札方式の上限額を超える場合でも指名業者が１０社に満たない場合は（Ｃ）を（－）評価とする。
注５）施工実績について
　　・直轄とは港湾空港関係を除く国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局の発注したものをいう。（技術者評価でも同じとする。）
　　・一般条件と特殊構造条件で別々の工事が提出された場合、低い方の施工実績で評価する。(技術者評価でも同じとする。）
　　・特殊法人等とは、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第1条」に規定する機関をいう。
　　・近隣地域内の工事実績は受注金額が建築：２億円以上、電気設備：１．５億円以上、暖冷房衛生設備：１．５億円以上とする。
注６）技術者評価
　　・経験の程度は同種又は類似工事における主任技術者又は監理技術者としての経験とする。
　　・資格とは建築工事では１級建築施工管理技士又は１級建築士、電気設備工事においては１級電気工事施工管理技士又は技術士、
　　　暖冷房衛生設備工事においては１級管工事施工管理技士又は技術士とする。
　　・技術者の表彰の評価については、表彰を受けた技術者が配置された工事において、事故等で指名停止又は指名停止相当の処分を受けた場合はそれ以降の評価は
　　　行わないものとする。
注７）安全管理の状況について
　　・過去１カ年間に、九州７県内（民間含む）において、受注した工事（営繕関係）の死亡事故及び公衆災害で評価する。
注８）表彰について
　　・営繕関係工事での表彰を対象とする。
　　・ＶＥ提案表彰については、当該企業の優良施工または安全施工の表彰とは別に、「Ａ」評価を与える。
　　・安全施工表彰、優良施工表彰及びＶＥ提案表彰を受賞した後に、当該表彰の主旨に反する行為により指名停止となった場合は、それ以降の評価は行わないものとする。
注９）その他考慮すべき事項について
　　・「その他」については、九州地方整備局が行った指名停止期間終了後において、指名停止期間の２倍の期間（但し、当該期間が２ケ月に満たない場合は２ケ月）を「－Ａ」と評価する。
　　　なお、この事項は平成１３年９月１日以降に指名停止を行ったものから適用する。
注１０）評価方法について
　　・③～⑤で「Ｃ」が一つでもあれば非指名とする。
　　・Ａの数→Ｂの数→工事成績により上位と判断される業者を概ね１０社指名する。
注１１）資本・人的関係について
　  ・資本・人的関係がある社は、１社を除き入札に参加できないものとする。



別紙

【河川・道路・公園・営繕関係】 〔営繕関係工事〕
［平成１７年８月１日～］ 工事希望型指名競争入札技術審査基準

１．基本事項
　　○技術審査を行うにあたっては、｢入札・契約手続のより一層の透明性・競争性の確保について｣（平成１２年６月１日　建設省厚契発第１６号）の
　　　｢地方支分部局所掌の工事請負契約に係る指名基準の運用基準｣（以下、「運用基準」という。）に留意して運用する。

２．【欠格要件の確認】
項目 内容 摘要

①不誠実な行為 ・指名停止措置の有無 ・運用基準の１による
・警察当局から排除要請　等

②経営状況 ・主要取引先からの取引停止等 ・運用基準の２による

③工事成績 ・工事成績の平均が過去２年連続して６０点未満の場合 ・運用基準の３（１）による

④安全管理 ・事故等による指名停止、及び労働基準監督署等からの指導に対する ・運用基準の７（１）~（２）による
 改善状況

⑤労働福祉 ・賃金不払いに関する厚生労働省からの通報により、明らかに不適当で ・運用基準の８（１）による
 あると認められるとき

注）　【欠格要件の確認】で欠格要件がある場合は、３の【審査】は行わない。

3.【審査】 

評価項目 内容 A B - C
①工事成績の評価 地方整備局内（過去５ケ年度＋当該年度)の Ａ －Ａ ７７点未満 ７２点未満

当該工事種別の平均点 ７７点以上 ６５点未満 ７２点以上 ６５点以上

②地域特性の考慮 工事施工地域（工事箇所）における本社（本店）の 当該箇所に本社あり 左記以外
所在

③当該年度の受注 地方整備局内当該年度施工額と 当該工事種別ランク 当該工事種別ランクの 当該工事種別ラン
  状況 当該工事種別ランクの上・下限額との比較 の下限額未満の場合 下限額以上、上限額場 クの上限額を超え

以下の合 る場合

④施工実績 同種又は類似工事の施工実績 同種 ２Ａ  Ａ 市町村 実績なし
(ＪＶでの施工実績は出資比率20％以上) 直轄 他省庁、都道府県、 民間等 （但し、同種しか設け
  ［過去10年間]　※ 政令指定都市、 ない場合）

特殊法人等
類似 直轄 他省庁、都道府県、政令 市町村 実績なし

指定都市、特殊法人等 民間等
近隣地域内の工事実績 施工県内 施工県内を除く 左記以外
（ＪＶでの施工実績は出資比率20％以上） 地整管内
　［過去5年間]　※

⑤技術者評価 配置予定技術者の同種又は 同種 ２Ａ  Ａ 市町村 実績なし
類似工事の施工経験 直轄 他省庁、都道府県、 民間事業等 （但し、同種しか設け
(ＪＶでの施工実績は出資比率20％以上) 政令指定都市、 ない場合）
   ［過去10年間］　※ 特殊法人等 　

類似 直轄 他省庁、都道府県、 市町村 実績なし
政令指定都市、特殊法人等 民間等

経験の 経験が２件以上有り 経験が１件有り 左記以外
程度

配置予定技術者の資格　※ 取得後５年以上 取得後２年以上 取得後２年未満 資格が要件を満
５年未満 たさない

地整における直近２ヶ年の    Ａ：局長 なし
技術者の局長表彰、室・事務所長表彰の有無 ０．５Ａ：室・事務所長

⑥安全管理の状況 過去１年間の死亡事故等の状況　※ なし
　

⑦表彰 地整内における直近２ヶ年の工事における優良施工 　　　Ａ：局長 なし
の局長表彰、室・事務所長表彰の有無 ０．５Ａ：室・事務所長
地整内における直近２ヶ年の工事における安全施工    Ａ：局長 なし
の局長表彰、室・事務所長表彰の有無 ０．５Ａ：室・事務所長
地整内における直近２ヶ年の工事における   Ａ：局長 なし
ＶＥ提案表彰の局長表彰の有無

⑧その他考慮すべき 技術的意欲（技術開発）　※ 密接関連 有り なし
　事項 その他

⑨当該年度指名回数 当該年度の指名回数 建築 ０～３回 ４～６回 ７回以上
設備 ０～１回 ２及び３回 ４回以上

注１）※は提出資料に基づき判定する。
注２）工事成績の評価について
　　・対象期間に工事実績が無い場合は、６５点として評価する。
注３）地域特性の考慮について
　　・工事特性を勘案し、必要に応じ適宜評価項目とすることができる。
注４）当該年度の受注状況について
　　・当該年度施工額が当該入札方式の上限額を超える場合でも指名業者が１０社に満たない場合は（Ｃ）を（－）評価とする。
注５）施工実績について
　　・直轄とは港湾空港関係を除く国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局の発注したものをいう。（技術者評価でも同じとする。）
　　・特殊法人等とは、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第1条」に規定する機関をいう。
　　・近隣地域内の工事実績は受注金額が建築：６千万円以上、電気設備：５千万円以上、暖冷房衛生設備：５千万円以上とする。
注６）技術者評価
　　・経験の程度は同種又は類似工事における主任技術者又は監理技術者としての経験とする。
　　・資格とは建築工事では１級建築施工管理技士又は１級建築士、電気設備工事においては１級電気工事施工管理技士又は技術士、暖冷房衛生設備工事においては
　　　１級管工事施工管理技士又は技術士とする。
　　・技術者の表彰の評価については、表彰を受けた技術者が配置された工事において、事故等で指名停止又は指名停止相当の処分を受けた場合はそれ以降の評価
　　　は行わないものとする。
注７）安全管理の状況について
　　・過去１カ年間に、九州７県内（民間含む）において、受注した工事（営繕関係）の死亡事故及び公衆災害で評価する。
注８）表彰について
　　・営繕関係工事での表彰を対象とする。
　　・ＶＥ提案表彰については、当該企業の優良施工または安全施工の表彰とは別に、「Ａ」評価を与える。
　　・安全施工表彰、優良施工表彰及びＶＥ提案表彰を受賞した後に、当該表彰の主旨に反する行為により指名停止となった場合は、それ以降の評価は行わないものとする。
注９）その他考慮すべき事項について
　　・「その他」については、九州地方整備局が行った指名停止期間終了後において、指名停止期間の２倍の期間（但し、当該期間が２ケ月に満たない場合は２ケ月）を  「－Ａ」と評価する。
　　　なお、この事項は平成１３年９月１日以降に指名停止を行ったものから適用する。
注１０）評価方法
　　・③～⑤で「C」が一つでもあれば非指名とする。
　　・Aの数→Bの数→工事成績により上位と判定される業者を概ね１０社指名する。
注１１）資本・人的関係について
　  ・資本・人的関係がある社は、１社を除き入札に参加できないものとする。



別紙

【河川・道路・公園・営繕関係】 〔営繕関係工事〕
［平成１７年８月１日～］ 通常指名競争入札技術審査基準

１．基本事項
　　○技術審査を行うにあたっては、｢入札・契約手続のより一層の透明性・競争性の確保について｣（平成１２年６月１日　建設省厚契発第１６号）の
　　　｢地方支分部局所掌の工事請負契約に係る指名基準の運用基準｣（以下、「運用基準」という。）に留意して運用する。

２．【欠格要件の確認】
項目 内容 摘要

①不誠実な行為 ・指名停止措置の有無 ・運用基準の１による
・警察当局から排除要請　等

②経営状況 ・主要取引先からの取引停止等 ・運用基準の２による
③工事成績 ・工事成績の平均が過去２年連続して６０点未満の場合 ・運用基準の３（１）による
④安全管理 ・事故等による指名停止、及び労働基準監督署等からの指導に対する改善 ・運用基準の７（１）~（２）による

 状況
⑤労働福祉 ・賃金不払いに関する厚生労働省からの通報により、明らかに不適当である ・運用基準の８（１）による

 と認められるとき

　注）　【欠格要件の確認】で欠格要件がある場合は、３の【審査】は行わない。

3.【審査】 

評価項目 内容 A B - C
①工事成績の評価 地方整備局内（過去５ケ Ａ年度＋当該年度)の －Ａ ７７点未満 ７２点未満

当該工事種別の平均点 ７７点以上 ６５点未満 ７２点以上 ６５点以上

②地域特性の考慮 本社の所在地 施工地域 施工隣接地域  左記以外
に本社がある に本社がある

③当該年度の受注 地方整備局内当該年度施工額と 当該工事種別ランク 当該工事種別ランクの 当該工事種別ラン
  状況 当該工事種別ランクの上・下限額との比較 の下限額未満の場合 下限額以上、上限額 クの上限額を超え

以下の場合 る場合

④施工実績  同種又は類似工事の施工実績 　  ２Ａ     A 市町村、 実績なし
直轄 他省庁、都道府県、 　

政令指定都市、

［過去１０年間］ 特殊法人等

⑤安全管理の状況 過去１年間の死亡事故等の状況 なし

⑥表彰 地整内における直近２ヶ年の工事における優良 　Ａ：局長 なし
施工の局長表彰、室・事務所長表彰の有無 0.5Ａ：室・事務所長
地整内における直近２ヶ年の工事における安全 　Ａ：局長 なし
施工の局長表彰、室・事務所長表彰の有無 0.5Ａ：室・事務所長
地整内における直近２ヶ年の工事における   Ａ：局長 なし
ＶＥ提案表彰の局長表彰の有無

⑦保有技術者及び 保有技術者数 2A：特に優れている 普通      ―
  技術開発等 技術開発等への取組 　　(３ａ) 　　(a+ｂ）     （ b ）

 A：優れている 　　（ａ）
　(２a＋b）　（２ａ） 　　（２b）

（ａ+２ｂ) 　　　
⑧その他考慮 特に考慮すべき事項 積極的に評価する 積極的に評価する
　すべき事項 明確な理由がある 明確な理由がない

その他 ※

⑨当該年度 当該年度の指名回数 0～1回 2～3回 4回以上
  指名回数

注１）工事成績の評価について
　　・対象期間に工事実績が無い場合は、６５点として評価する。
注２）地域特性の考慮
　　・工事特性を勘案し、必要に応じて適宜評価項目とする事ができる。
注３）当該年度の受注状況について
　　・当該年度施工額が当該入札方式の上限額を超える場合でも指名業者が１０社に満たない場合は（Ｃ）を（－）評価とする。
注４）施工実績について
　　・直轄とは港湾空港関係を除く国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局の発注したものをいう。
　　・特殊法人等とは、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第1条」に規定する機関をいう。
注５）安全管理の状況について
　　・九州地整発注工事（港湾空港関係を含む）において、当該室・事務所内での過去１年間の工事における死亡事故及び公衆災害で評価することができる。（営繕関係の工事
　　  を対象とする。）
注６）表彰について
　　・営繕関係工事での表彰を対象とする。
　　・ＶＥ提案表彰については、当該企業の優良施工または安全施工の表彰とは別に、「Ａ」評価を与える。
　　・安全施工表彰、優良施工表彰及びＶＥ提案表彰を受賞した後に、当該表彰の主旨に反する行為により指名停止となった場合は、それ以降の評価は行わないものとする。
注７）保有技術者及び技術開発等について
　　・保有技術者数の評価
　　　（建築工事）
　　・Ｃランクは建施１級、建士１級の合計とし、a評価は１０人以上、b評価は３～９人とする。
　　・Ｄランクは建施１・２級、建士１・２級の合計とし、a評価は６人以上、b評価は３～５人とする。
　　　（設備工事）
　　・Ｂランクは電又は管１級の合計とし、a評価は１０人以上、b評価は３～９人とする。
　　・Ｃランクは電又は管１・２級の合計とし、ａ評価は６人以上、b評価は２～５人とする。
　　・技術開発への取組
　　　公共建築工事標準仕様書、工事監理指針の説明会への参加実績、ISO取得及び技術開発等で公的に認められた事項で評価する事が出来る。
　　　a：仕様書、監理指針の説明会への参加実績（両方でa、片方でb）とＩＳＯ取得及び技術開発等で最大２aまで
　　　b：上記に準じた技術開発等で公的に認められ、又は照会されている。
　　　-：なし
注８）その他考慮すべき事項について
　　・「その他」については、九州地方整備局が行った指名停止期間終了後において指名停止期間の２倍の期間（但し、当該期間が２ケ月に満たない場合は２ケ月）を「－Ａ」と評
　　　価する。
　　　なお、この事項は平成１３年９月１日以降に指名停止を行ったものから適用する。
注９）評価方法について
　　・③で「C」が一つでもあれば非指名とする。
　　・Aの数→Bの数→工事成績により上位と判定される業者を概ね１０社指名する。
注１０）資本・人的関係について
　  ・資本・人的関係がある社は、１社を除き入札に参加できないものとする。
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